
○小山町狂犬病予防法に関する規則

平成１２年３月２３日

規則第１９号

（趣旨）

第１条 この規則は、狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）、狂犬病予防法施行令

（昭和２８年政令第２３６号）及び狂犬病予防法施行規則（昭和２５年厚生省令第５２

号。以下「省令」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（申請書の様式）

第２条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによるも

のとする。

（１） 省令第３条の申請書 様式第１号

（２） 省令第８条第１項の届出書 様式第２号

（３） 省令第９条の届出書 様式第３号

（４） 省令第６条第１項又は省令第１３条第１項の申請書 様式第４号

（予防注射の期日等の告示）

第３条 町長は、省令第１１条第１項に規定する狂犬病の予防注射の期日及び場所をあら

かじめ告示する。

附 則

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。
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様式第１号（第２条関係）

様式第２号（第２条関係）

様式第３号（第２条関係）

様式第４号（第２条関係）


